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（注）本資料は、ワーキングチームにおける論点及び検証結果を分かりやすく表現することを目的とし、できる限り平易な記載としています。

第26回ワーキング
（2024.2.14）で議論

発電所内外の危険物タンクなどの有毒ガ
スの発生源を調査し、所員の事故対処な
どの活動に対して影響を与える発生源は
ないと評価していること、予期しない有
毒ガスの発生に備えて酸素ボンベを配備
するなどの体制を整備することを確認。

発電所内外に貯蔵されている危険物など
から有毒ガスが発生した場合、所員は事
故対処などの活動を継続することはでき
るのか。

○有毒ガス発生源の調査

有毒ガス発生源の評価のイメージ

○予期しない有毒ガスの発生源などへの対策

• 敷地内外の危険物や毒物など有毒化学物質の貯蔵量を調査し、貯蔵
された有毒化学物質の全量が放出された際の原子炉制御室や緊急時
対策所などの評価点における濃度を評価。

• 評価の結果、運転・事故対処要員の対処能力が著しく損なわれるよ
うな有毒ガスの発生源はないことを確認

• 発電所構内に有毒化学物質を運搬する車両などから化学物質の漏えいが発生し、
有毒ガスが発生する場合に備え、発電所入構からタンクへの受け入れ完了まで所
員が随行・立合し、有毒ガス発生時の速やかな検知及び連絡を行う。

評価点
（原子炉制御室等）

• 有毒ガス発生の連絡を受けた発電長は、関係者へ異常の発生を連絡し、運転員等
に対して換気空調設備の隔離や終息活動の指示を行う。

• また、予期せぬ有毒ガスの発生に備えた通報連絡体制を整備するとともに、酸素
ボンベなどの防護具を配備する。

異常の検知
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車両から有毒化学物質が漏えいした際の対応

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/anzen/tokaidaini_wt_kekka.html

